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４ 生徒のニーズを踏まえた部活動の環境の整備

(1) 生徒のニーズを踏まえた部活動の設置

ア 校長は，部活動が生徒の自主的，自発的な参加に基づくものであることを
踏まえ，次のことに留意し，適切な部活動の設置を検討する。

(ｱ) 運動部
校長は，生徒の１週間の総運動時間が男女ともに二極化の状況にあり，

特に，中学生女子の約２割が60分未満であること，また，生徒の運動・ス
ポーツに関するニーズは，競技力の向上以外にも，友達と楽しめる，適
度な頻度で行える等多様である中で，現在の運動部活動が，女子や障害の
ある生徒等も含めて生徒の潜在的なスポーツニーズに必ずしも応えられて
いないことを踏まえ，顧問や活動場所等の確保など可能な範囲において，
生徒の多様なニーズに応じた活動を安全に行うことができる運動部の設置
について検討する。

(ｲ) 文化部
校長は，現在の文化部活動が，性別や障害の有無を問わず，生徒の多

様な潜在的なニーズに必ずしも応えられていないことを踏まえ，技能等
の向上や大会等での好成績以外にも，友達と楽しめる，適度な頻度で行
える等生徒が参加しやすいような多様なレベルや多様なニーズに応じた
活動を行うことができる文化部の設置について検討する。

【具体的な例】
〔生徒のニーズを踏まえた部活動の例〕
・ 季節ごとに異なるスポーツや芸術文化等の活動を行う活動
・ 競技・大会志向でなく友達と楽しみながらレクリエーション志向で行
う活動

・ 体力つくりを目的とした活動
・ 音楽，合唱，演劇，放送などを融合した合同部での活動等

〔部活動の設置を検討する際の配慮事項の例〕
・ 学校における部活動設置数は，生徒の安全な活動や部活動の指導者の
負担軽減等を図るために複数の顧問を配置できるよう考慮する。

・ 事故防止の観点から，使用する時間帯の調整等により安全な活動場所
が確保できるよう配慮する。

イ 県教委及び市町村教委は，関係団体・機関等と連携を図り，単一の学校で
は特定の競技の運動部又は分野の文化部を設けることができない場合には，
生徒の部活動の機会が損なわれることがないよう，複数校による合同部活動
等の取組について検討する。

【具体的な例】
・ 関係団体・機関等と連携を図り，拠点校を設置する。

ウ 校長は，部員数の減少等に伴い，大会等に出場する人数を満たさなくなっ
た場合は，生徒の活動機会が損なわれることのないよう，複数校合同チーム
や合同練習などの取組について検討する。
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(2) 地域との連携等

ア 県教委，市町村教委及び校長は，生徒のスポーツや芸術文化等の活動に親
しむ機会を充実する観点から，学校や地域の実態に応じて，体育館，社会教
育施設，文化施設の活用や地域の人々の協力や，スポーツ団体・芸術文化関
係団体・社会教育関係団体等の各種団体との連携，保護者の理解と協力，
民間事業者の活用等による，学校と地域が共に子供を育てるという視点に立
った，学校と地域が協働・融合した形での地域における持続可能なスポーツ
や芸術文化等の活動のための環境整備を進める。

イ 県教委及び市町村教委は，学校管理下ではない社会教育に位置付けられる
活動については，各種保険への加入や，学校の負担が増加しないこと等に留
意しつつ，生徒がスポーツや芸術文化等の活動に親しめる場所が確保できる
よう，学校施設開放を推進する。

ウ 県教委，市町村教委及び校長は，学校と地域・保護者が共に子供の健全な
成長のための教育，スポーツ環境や芸術文化等の活動に親しむ機会の充実を
支援するパートナーという考え方の下で，こうした取組を推進することにつ
いて，保護者の理解と協力を促す。

エ 顧問及び部活動指導員は，年度当初の保護者会等を通じて担当する部活動
に係る活動方針や年間の活動計画等について保護者等に理解と協力を得る。


